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序     文 
 

 国際協力事業団は、ブラジル連邦共和国政府の要請を受け、平成９年10月に東部アマゾン持続

的農業技術開発計画に関する事前調査を実施し、その調査報告を踏まえ、平成10年11月18日から

12月３日まで当事業団沖縄国際センター所長 山縣正安氏を団長とする実施協議調査団を現地に

派遣しました。 

同調査団は、ブラジル連邦共和国政府関係者と実施のための協議を行い、討議議事録（R／ D）

及び暫定実施計画（TSI）等の署名交換を行いました。その結果、本プロジェクトを平成11年３月

１日から５か年間の計画で実施することとなりました。 

本報告書は、同調査団による協議結果を取りまとめたものであり、今後、本プロジェクトの実

施にあたり、広く活用されることを願うものです。 

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。 

 

   平成11年１月 

 

                        国際協力事業団   
                         理事 後藤  洋 
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第１章 実施協議調査団の派遣 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 ブラジル国のアマゾン地域は国土面積の42％を占め、その80％が熱帯雨林に覆われている。世

界の熱帯雨林面積の３分の１に相当するこの地域の熱帯雨林保全は、地球規模の極めて重要な課

題である。 

 しかしながら、同地域の農業は大規模な牧場開発、小規模農業者による焼畑農業、そして熱帯

雨林の中での自給的採取農業が今なお主体であり、なかでも牧場開発と焼畑農業はアマゾン熱帯

雨林の保全に大きな脅威となっている。近年の世界的な環境保全の流れから、同地域においては、

熱帯雨林への負担を軽減する持続的農牧業への転換が求められており、それに対する技術的支援

が緊急課題となっている。 

 このような状況のなか、アマゾン地域における熱帯果樹及びコショウ栽培は、前述の環境問題

に対応しながらも、重要な基幹換金作物として農民の安定した生活を支える持続的農業の唯一の

モデルとして、近年注目されてきている。 

 我が国では平成２年から７年（当初協力期間５年、延長２年）にわたり、アマゾン湿潤熱帯地

域における有用植物資源及び特定経済作物に関する研究活動を強化し、もって同地域に適合した

生産システムの開発に寄与することを目的に、ブラジル・アマゾン農業研究協力計画を実施した。

このプロジェクトでは有用植物資源の利用及び熱帯果樹・コショウに係る研究活動に関して技術

移転が行われ、その活動を終了した。またプロジェクト後期には実証試験用圃場が造成され、プ

ロジェクト活動により得られた成果を生産者に普及するモデルを呈示してきた。 

 しかしながら、持続的農業のためのこれらの作物の栽培技術はいまだ確立されたとはいえず、

開発の継続による知見の蓄積が必要である。また栽培技術に係る諸問題について、生産者からの

直接の要求に応える体制も整備されていない状況で、特に土壌の管理技術及び施肥基準の確立等

に関して生産者からの要望が強いにもかかわらず、同地域の対応機関の体制は非常に脆弱であり、

これまでに実質的な技術開発は行われていない。さらに、開発された技術を普及する体制はある

ものの、これにかかわる普及機関も十分に機能していない状態である。 

 このような背景から、ブラジル国は、1996年８月、東部アマゾンにおける持続的農業のための

栽培技術の開発と、これら技術の普及体制の構築を目的とするプロジェクト方式技術協力を我が

国に要請した。 

 上記要請を受けて、国際協力事業団（JICA）は、1996年12月に基礎調査団を派遣し、①要請背

景及び詳細内容、②アマゾン地域の農業の現状、③アマゾン地域農業開発の国家計画等における

位置づけ及び農業振興政策の現状、④試験研究機関等、本プロジェクト実施体制、支援体制の現

状及び問題点、⑤対象作物の営農状況、栽培技術、病虫害対策等の現状と問題点、⑥農産物流通
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改善、加工の技術的可能性、市場性、⑦日系人を通じた技術協力の可能性について調査し、我が

国が協力可能な技術分野の検討に必要となる基礎的情報を収集した。 

 1997年10月には事前調査団を派遣し、同国東部アマゾン地域における熱帯果樹及びコショウ栽

培の現状と問題点、要請の背景及び内容、同国の開発計画等における本プロジェクトの位置づけ

（上位計画との整合性）及びプロジェクト実施体制等について調査し、プロジェクト実施の必要

性、協力の可能性及び妥当性について確認するとともに、基本計画案の策定を行った。 

 また、1998年６月に短期調査員を派遣し、事前調査を通じて指摘された問題点、あるいは十分

に調査されなかった事項について現地調査を主体とした詳細な調査を行うとともに、ブラジル側

関係者との協議を踏まえ、ブラジル側ローカルコスト確保のための課題登録に関連する一部詳細

課題について協議を行い、協力課題の見直しを図って基本計画案の一部修正を行った。 

 本実施協議調査団は、基礎調査団、事前調査団及び短期調査の調査結果を踏まえ、ブラジル・

東部アマゾン持続的農業技術開発計画を実施するための協力基本計画及び暫定実施計画

（Tentative Schedule of Implementation:TSI） をブラジル側と協議の上策定し、討議議事録（Record 

of Discussions： R／ D）並びにTSI及び必要に応じ案件実施準備等に関する協議結果を取りまとめた

ミニッツの署名・交換を目的とする。 

 

 プロジェクト形成の経緯を以下に示す。 

 1996    1997         1998         1999 

要請書受理 ●(1996年８月） 

基礎調査団派遣 ●(1996年12月) 
事前調査団派遣 
 

●(1997年10月） 

短期調査派遣 ●(1998年６月) 

Ｒ／Ｄ署名 ○(1998年11月) 

 

 

１－２ 調査団の構成 

 担当分野 氏 名 所属及び役職 

1 総括 山縣 正安 国際協力事業団沖縄国際センター 所長 

2 
 
果樹栽培 

 
樫村 芳記 

 
農林水産省果樹試験場育種部ナシ・クリ育種研究室 
主任研究官 

3 コショウ栽培 石塚 幸寿 国際協力事業団筑波国際センター業務第二課 課長代理 

4 業務調整 内田  誠 国際協力事業団農業開発協力部 特別嘱託 
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１－３ 調査日程 

 1998年（平成10年）11月18日～12月３日（16日間） 

日順 月日 曜 移動及び業務 備  考 

１ 11/18 水 成田(19:00d RG837)→  

２ 19 木 →サンパウロ(06:50a,09:50d RG266)→ベレーン(13:20a) 
JICAベレーン支所・通訳打合せ 

 

３ 20 金 
AM Embrapa Eastern Amazon(Embrapa E.A.)所長表敬、 
   施設見学 
PM 全体協議(協力内容確認) 

R／D案、 
TSI案提示 

４ 21 土 終日 現地調査（カスタニャール地区）  

５ 22 日 団内打合せ  

６ 23 月 AM 在ベレーン日本総領事館表敬 
PM 全体協議（PCM手法説明、PDM 提示） 

 

７ 24 火 終日 Embrapa E.A.幹部と協議  

８ 25 水 終日 Embrapa E.A.幹部と協議 M／D案提示 

９ 26 木 終日 Embrapa E.A.幹部と協議 M／M案提示 

10 27 金 

ベレーン(03:00d TR073)→ブラジリア(06:30a) 
Embrapa本部、ブラジル協力事業団(ABC)との最終協議 
R／D、M／M、TSI、M／D、署名・交換 
JICAブラジル事務所報告 

 

11 28 土 終日 プロデセール事業地（クリスタリーナ）見学  

12 29 日 資料整理  

13 30 月 在ブラジル日本大使館報告  

14 12/1 火 ブラジリア(19:15d RG379)→サン・パウロ(20:45a)  

15 ２ 水 サン・パウロ(01:05d JL063)→  

16 ３ 木 →成田(13:15a)  

       a:arrival   d:departure 

 



－４－

１－４ 主要面談者 

〔ブラジル側〕 

 (1) ブラジル農牧研究公社本部（Embrapa） 

    Alberto Duque Portugal       総裁 

    Ariadne Maria de Silve       二国間協力課調整官 

 (2) ブラジル農牧研究公社東部アマゾン農林研究センター（Embrapa Eastern Amazon）  

    Emmanuel Adilson de Souza Serrão  所長 

    Dilson Augusto Capucho Frazão   本計画調整官(プロジェクトコーディネーター)  

    Jorge Alberto Gazel Yared      研究部長 

    Armando Kouzo Kato        研究官 

 

〔日本側〕 

 (1) 在ブラジル日本大使館 

    水谷  周            公使 

    川名 健雄            一等書記官 

 (2) 在ベレーン日本総領事館 

    中田 勝己            総領事 

    佐藤 宗一            領事 

 (3) JICAブラジル事務所 

    蓮見  明            所長 

    白石 英一            次長 

    和田 裕司            所員 

    井上 マウロ           所員 

 (4) JICAブラジル事務所ベレーン支所 

    鈴木 達男            支所長 

    山田 章彦            所員 

    大西 康弘            所員 

    戸高 幸祐            所員 
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第２章 要約 
 

 本実施協議調査団は、ブラジル連邦共和国における「東部アマゾン持続的農業技術開発計画」

について技術協力計画の詳細を策定するため、1998年11月18日から12月３日までの日程で同国を

訪問し、上記計画の有効な実施のために、両国政府がとるべき必要な措置に関して、ブラジル側

関係機関と一連の討議を行った。 

 基礎調査、事前調査及び短期調査で策定した協力計画（案）に基づいた討議議事録（R／D）案

をもとにブラジル側関係機関責任者等との協議を行い、①上記計画のR／D、②暫定実施計画（TSI）、

③本計画の実施準備等に関する協議結果を取りまとめたミニッツ（M／D）及び④ブラジル側から

突然の提案があった、本計画の実施を通じて発生する知的所有権、遺伝資源等の問題を整理する

ための手続きに関するミニッツ（M／M）の署名・交換を行った。 

 協議結果の要約を以下に示す。 

 (1) 本計画の目的 

 パラー州の特定対象地域において現地の実情に沿った熱帯果樹及びコショウの優良系統

の選抜及び適正栽培技術の開発を行うことをプロジェクト目標とし、東部アマゾン地域にお

いて適正かつ持続的な農作物栽培技術が普及し、同地域農家の営農基盤が強化されることを

上位目標として設定した。 

 

 (2) 本計画の実施体制 

 ブラジル農牧研究公社（Embrapa）がプロジェクト責任機関となり、同総裁が合同委員会

議長としてプロジェクト運営の総括的責任を負う。 

 Embrapa管轄下の東部アマゾン農林研究センター(Embrapa Eastern Amazon;Embrapa E.A.) 

を実施機関とした。 

 Embrapa E.A.をメインサイト、トメアスー試験圃場（旧JICAアマゾニア熱帯農業総合試験

場：INATAM）をデモンストレーションサイトとし、プロジェクト協力農家をデモンストレ

ーション農家とする。 

 なお、事前調査、短期調査実施時にブラジル側から要望のあったEmbrapa Amapaに関して

は、調査団派遣前にブラジル事務所からEmbrapa本部へ「Embrapa Amapaを本プロジェクトの

協力機関の１つとして加えることは困難である」旨連絡して了解を取り付けた。 

 

 (3) 期待される成果及び活動 

 本プロジェクトの活動内容及び期待される成果は以下のとおりである。 

  1) 選定熱帯果樹における高生産性の系統及び／又は後代及び、わい性台木が選抜される。 
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   1-1) 天狗巣病に強く、かつ高生産性のクプアスーの個体及び／又は系統の選抜と評価 

   1-2) トゲバンレイシ、アセロラ、アサイ等の高品質、高生産性系統の選抜及び評価 

   1-3) (クプアスーの)耐乾性、高生産性及びわい化を目的としたカカオ属植物の台木の選抜 

   1-4) (トゲバンレイシの)害虫抵抗性及びわい化を目的としたバンレイシ科植物台木の選抜 

 

  2) 選定熱帯果樹の主要病害の防除法が開発される。 

   2-1) クプアスー天狗巣病の総合防除法の開発 

   2-2) トゲバンレイシ、アセロラ、パッションフルーツの主要病害虫防除法（ミバエは除く）

に関する研究 

 

  3) 選定熱帯果樹の管理技術及び栽培技術の研究法が移転される。 

   3-1) トゲバンレイシ、アセロラ及びクプアスー栽培法改善のための異なる形式（主にマメ

科草生・敷草の利用）の土壌管理に関する研究 

   3-2) トゲバンレイシ、アセロラ及びクプアスーの施肥及び植物栄養に関する研究 

   3-3) トゲバンレイシ及びクプアスーの整枝剪定法に関する研究 

   3-4) クプアスーの授粉昆虫の生態、大量飼育及び放飼技術に関する研究 

 

  4) コショウ病害における総合防除法が開発される。 

   4-1) フザリウム病生物防除法 

   4-2) フザリウム病耐病性コショウ属台木における接ぎ木親和性の評価 

   4-3) 近年導入コショウ品種のフザリウム病抵抗性の評価 

 

  5) 生木支柱を用いたコショウ栽培技術が開発される。 

   5-1) コショウ生木支柱栽培の実証評価 

 

  6) 熱帯作物の混植を含む持続的生産システムの実証・評価及び展示圃場が設置される。 

   6-1) 選定熱帯果樹及びコショウを含む混植生産システムの実証評価 

   6-2) 小農に対する混植及び／又は間作栽培システム展示圃場の設置 

 

 (4) 協力期間 

   本プロジェクトの協力期間を1999年３月１日から５年間とした。 
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 (5) プロジェクト管理 

   本プロジェクトの監督及び実施について全責任を負う総括責任者をEmbrapa総裁とした。 

   Embrapa E.A.所長がプロジェクトマネージャーとして、プロジェクトの管理面での責任を

負う。 

 さらに、同所長はブラジル人カウンターパートのうちの１名をプロジェクトコーディネー

ターに任命する。 

 プロジェクトコーディネーターはプロジェクトに関する行政的・法律的・技術的事項とと

もにすべての研究分野の管理を行う。 

 また、本プロジェクトの技術協力を効果的かつ成功裡に実施するため、両国の関係者で組

織される合同委員会を設置し、少なくとも年１回、委員会を開催し、R／Dの枠内での年次計

画の策定、年次計画の達成及び技術協力計画の進捗についての検討、両国政府の講じた措置

についての検討を行うとともに、必要な勧告・提言を両国政府にすることとした。 

 

 (6) 両国政府のとるべき措置 

   日本側のとるべき措置は、専門家の派遣、カウンターパート研修員の受入れ及び技術移転

に必要な資機材の供与である。またブラジル側のとるべき措置は、Embrapa E.A.等における

プロジェクト実施に必要な土地、建物及び付帯施設の整備、カウンターパート及び事務職員

の配置及び運営予算を措置することである。 

 

 (7) 暫定実施計画（TSI） 

   基礎調査、事前調査、短期調査の結果を踏まえ、大課題及び中課題からなるTSIを策定し、

双方の関係者間で署名を取り交わした。 

 なお、短期調査実施時に、ブラジル側から提示のあったマスタープランの小課題に相当す

る細課題については、その対応表をM／Dに添付した。 

 

 (8) 知的所有権等について 

   Embrapa E.A.における協議開始直後、Embrapa本部から知的所有権等に関するTSI追加記入

について申し入れがあった。 

 ブラジル側との協議の大部分の時間を本件の取り扱いに費やしたが、最終的に知的所有権、

遺伝資源及び関連事項に関して特別の話し合いをもち、合同委員会にて１年以内に手続きを

確立すべく合意し、M／Mに調査団長、ブラジル協力事業団（ABC）長官、Embrapa総裁の３

者が署名することで決着をみた（詳細は３－１参照）。 
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 (9) その他の主要協議事項 

   R／Dに記載する必要はないものの、確認を要する事項についてはM／Dに取りまとめ、双

方の関係者間で署名を取り交わした。 

 その主なものは以下のとおり。 

  1) 日本の技術協力の範囲 

    アサイヤシ等の特定の熱帯植物に関しては日本人専門家から基礎技術・知識に関する協

力を得てブラジル人カウンターパートにより取り組まれるものとする。 

  2) プロジェクト内のコミュニケーション 

    事前調査及び短期調査実施時に確認されたプロジェクト内コミュニケーションの重要さ

を再確認した。 

  3) その他 

   ・プロジェクト関係者間で暫定プロジェクト・デザイン・マトリックス（T-PDM)を策定

した。 

   ・Embrapa E.A.からの機材リストの送付 

   ・ブラジル人カウンターパートリスト 

   ・その他 
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第３章 討議議事録の交渉経緯 
 

３－１ 交渉経緯 

 1996年12月の基礎調査、1997年10月の事前調査及び1998年６月の短期調査の結果に基づき、日

本側が事前に用意したR／D案及びTSI案をもとに協議を行ったが、プロジェクト基本計画につい

ては、前記諸調査を通じて十分な検討がなされていたため、ブラジル側関係者の再確認を経て最

終的な合意を得た。さらに、主要な協議事項についてはM／Dに取りまとめ双方で確認を行った。一

方、Embrapa Eastern Amazon (Embrapa E.A.) における協議中、突然Embrapa本部から提示のあった

知的所有権の取り扱いについては、最終的にM／Mに取りまとめ、双方関係者で署名を取り交わした。 

 知的所有権のR／D追加記入についての経緯は、以下のとおりである。 

 今回の調査では、R／D、TSI、M／Dとも事前に度重なる調査と協議がなされており、その内容

について特別な課題が提起されるとは予想していなかった。しかし、以下の展開により、協議の

時間の大部分を、本件の取り扱いに費やすことになった。 

 (1) 11月23日（月）夕方 

   Embrapa E.A.と本格的な交渉を開始した11月23日になり突然、Embrapa本部国際課から

Embrapa E.A.を通して「知的所有権」条項のTSI追加記入の可能性について打診があった（別

添１、２参照）。 

 本件に関し団内で協議した結果、一調査団が対応すべき事項ではなく、別の次元で技術協

力全般の課題として検討するべきこととした。 

 

 (2) 11月24日（火）午前 

   本調査団からEmbrapa E.A.を通して前期のとおり回答した。 

 

 (3) 11月24日（火）午前・午後 

   Dr.Dilson (Embrapa E.A.のプロジェクトコーディネーター)によると、Embrapa本部国際課

からブラジル協力事業団(ABC)二国間技術協力課に「知的所有権」の条項をTSIへ追加記入す

るべく相談したが、ABC二国間技術協力課は「知的所有権」の条項は重要事項なので、R／D

本文及びそのANNEXに記載するよう、そして、これに記載できない場合はR／Dへの署名は

できないとの電話指示が同コーディネーターにあり、彼から本調査団に連絡があった。本件

に関して調査団は以下のとおり回答し、この旨JICA本部あて連絡した。 

  1) 事前にR／D案を提示しているのに、本調査団がブラジル到着後に「知的所有権」の情報

を初めて受けたのは、誠に遺憾である。 

  2) 本件は基本的に個々のプロジェクトで協議する性格のものではなく、日伯年次協議等の
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技術協力に関する共通課題を話し合う場で検討すべき事項である。 

  3) 「知的所有権」条項のR／D記載にあたっては、外務省、農林水産省、特許庁等との協議・

合意が必要であり、その事前協議なしに、「知的所有権」の条項をR／Dに記載することは、

本調査団のT／Rの範囲を逸脱している。ブラジル側が「知的所有権」条項のR／D記載に

固執すれば、本調査団によるR／D署名は不可能となり、1999年３月１日からのプロジェク

ト開始は不可能となる。 

  4) 本プロジェクトは、前プロジェクトに引き続き日伯双方で沢山の人間が関与して、合意

寸前まできたのに、突然の「知的所有権」の問題で新プロジェクトがとん挫することにな

るのは、非常に残念である。 

  5)  R／D署名が不可能と確定した時点で、本調査団は早期帰国し、本件をJICA本部、関係

省庁に報告せねばならない。このためにもブラジル側の「知的所有権」のR／D記載に係る

基本的な考えを電話連絡ではなく、文書で本調査団長宛に提示されたい。 

 

 (4) 11月25日（水）午前 

   本件に関し、JICA本部へ連絡の結果、「知的所有権」条項をR／Dに記載した前例はなく、

ブラジル側が何らかの記録に残したいと強く希望し、それなしに決裂する場合には、ミニッ

ツ記載までの妥協は可能であるが、ただし、これ以上にブラジル側がR／D記載に拘泥する等

最悪の場合はR／D署名を取り止めることも考えられる旨の回答を受け、Embrapa E.A.を通じ

てABC及びEmbrapa本部へ連絡した。 

 

 (5) 11月25日（水）午後 

   ABCからJICAブラジル事務所長宛文書の写しをEmbrapa E.A.から受け取った(別添３参照)。 

   文書概要は、「知的所有権、遺伝資源、及びそれに関連した事項に関する条項をR／Dに記

載し、プロジェクト開始後１年以内に話し合いの場がもたれ、これらの手続きが確立される」

というものである。 

 さらに、ABCはこの内容はブラジル国内法に基づくものであり、基本的な内容変更には応

じられない旨伝えてきた。 

 これに対し当方より、これに対する合意は非常に困難であろう旨伝え、①R／Dへの「知的

所有権」条項記載の可能性、②可能な場合、ブラジル側の案文でよいかどうかをJICA本部宛

照会した。 

 

 (6) 11月26日（木）午前・午後 

   JICA本部、外務省、農林水産省等との検討の結果、日本側は「知的所有権」条項を「MUTUAL 
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CONSULTATION」の項目で解決できると考えており、本件については、本項目をリファー

しつつ、具体的アレンジの合意文書であるミニッツ（M／M：R／Dと同様にJICA調査団長、

ABC長官、Embrapa総裁の３者が署名してR／Dと同等の重みをもたせるもので、案文は以下

のとおり）記載で交渉されたいとの連絡を受けた。 

 

＜ミニッツ案＞ 
 
Intellectual property, genetic material and related matters arising from the Project 

implementation 

 

In accordance with the Clause Ⅶ of the R/D signed on the 27th November, 1998,both 

parties have agreed to hold specific consultations on intellectual property, genetic material 

and related matters arising in the course of the implementation of the Project in order to 

establish clear Project procedures regulating these issues. 

These procedures will be prepared in accordance with the pertinent Brazilian legislation 

as well as with consideration of personal rights of the “inventors”. 

These procedures will become available through the approval of the Joint Coordinating 

Committee Meeting after a series of consultation between both parties. 

 

『1998年11月27日に署名されたR／Dの第７項に基づき、双方は、プロジェクトの実

施を通じて発生する、知的所有権、遺伝資源及びそれらに関連する事項について整理

するための、プロジェクト内の手続きを確立すべく、特別に話し合いをもつことに合

意した。これらの手続きはブラジルの関連法律に照らし、また「発明者」の個人の権

利に配慮して作成される。 

これに関する話し合いの後、合同調整委員会の承認を経て、手続きを確立するもの

とする。』 

 

 一方、JICAブラジル事務所とABCが協議の結果、ABCとしては、本件の処理に関し、Embrapa

に一任するとの回答を得た。 

 これを受けてJICAブラジル事務所とEmbrapaが協議の結果、ようやくR／D記載を取り止め、

M／Mで可との回答を受け、その文案をEmbrapa E.A.経由で受け取った（別添４参照）。 

 しかし、その内容は前述11月25日付ABCからJICAブラジル事務所長宛文書と同一で、さら

に「プロジェクト開始後１年以内に、ブラジルの知的所有権に関する法律のもとに話し合い

の場がもたれる。そして、この期間内にこのM／Mに応諾しない場合は、本プロジェクトは

凍結される」旨の追加記入があった。 

 これを受けて本調査団は、前述11月25日付ABCからJICAブラジル事務所長宛文書の返信と

いう形で、JICA本部からのM／M案をEmbrapa本部へ提示するよう、JICAブラジル事務所に依

頼した。 
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 その結果、JICA本部から送付のあったミニッツ案の最後に、期間（プロジェクト開始後１

年以内）を追加することで、Embrapa側と合意した（別添５参照）。 

 このミニッツ案で期間の限定を受け入れざるを得なかった理由として、Embrapaとしては、

国内手続き（監査機関又は国会に対する説明）の関係上、１年以内に『プロジェクト内の手

続を確立する』ことが必要であると強く主張してきたためであり、これを当方として受け入

れなければ解決の方途が閉ざされると判断したためである。 

 調査団は、この案にさらにタイトルでプロジェクトを特定し、M／Mとしての体裁を整え、

本案で署名することの可否についてJICA本部へ照会した。 

 

 (7) 11月27日（金）午前 

   未明にブラジリアへ移動した。 

   本部へ照会したM／M（案）にJICA本部の了承を受け、この案をEmbrapaへ提示し、同意を

得て、署名にこぎつけた。 
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３－３ 討議議事録等の訳文（仮和訳） 

 ３－３－１ 討議議事録（R／D）訳文 

 東部アマゾン持続的農業技術開発計画のための技術協力に関する国際協力事業団、ブラジル

協力事業団、及びブラジル農牧研究公社との討議議事録 

 

 国際協力事業団沖縄国際センター所長 山縣正安氏を団長とする国際協力事業団（以下、

「JICA」という）の実施協議調査団（以下、「調査団」という）は、「東部アマゾン持続的農業

技術開発計画」（以下、「当該計画」という）についての技術協力計画の詳細を策定するため、

ブラジル連邦共和国を訪問した。 

 

 滞在中、調査団はブラジル連邦共和国政府を代表する法的な調整機関でElim S. Dutra氏を長

官とするブラジル協力事業団（以下、「ABC」という）、Alberto Duque Portugal氏を総裁とする

ブラジル農牧研究公社（以下、「Embrapa」という）と上記計画の有効な実施のため、両国政府

がとるべき必要な措置について意見を交換、さらに一連の討議を行った。 

 

 討議の結果、JICA調査団、ABC、Embrapaは、1970年９月22日にブラジリアで署名された日

本国政府とブラジル連邦共和国政府間の技術協力基本協定（以下、「協定」という）の条項に

従って、それぞれの政府に対し後述する諸事項について勧告することに同意した。 

 

Ⅰ 両国政府の協力 

 １．ブラジル連邦共和国政府は、日本国政府の協力を通じて当該計画を実施する。 

 ２．当該計画は、附表Ⅰに明記する基本計画に基づいて実施される。 

 

Ⅱ 日本国政府のとるべき措置 

  日本において施行されている法律及び規則及び協定第Ⅲ条に従い、日本国政府は、日本国

政府の技術協力の通常手続きにより自己の負担において、JICAを通じ以下の措置をとる。 

 １．日本人専門家の派遣 

   日本国政府は、附表Ⅱに掲げる日本人専門家の役務を提供する。 

   協定第第Ⅳ条の(1)は、この専門家派遣に適応される。 

 ２．資機材（装置、機械及び物品）の供与 

   日本国政府は、附表Ⅲに掲げる当該計画の実施に必要とする装置、機械及び物品（以下、

「資機材」という）を提供する。協定第Ⅸ条は、この装置、機械及び物品に適用される。 

 ３．研修員受入れ（日本におけるブラジル人カウンターパートの研修） 
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  日本国政府は、日本における技術研修のため、当該計画に関係するブラジル人カウンター

パートを受け入れる。 

 

Ⅲ ブラジル連邦共和国政府のとるべき措置 

 １．ブラジル連邦共和国政府は、当該計画の主体的運営及び自立性を確保するため、関係当

局、受益者集団及び団体を積極的な取り組みを通し、日本の技術協力実施中及び終了後、

必要な措置をとる。 

 ２．協定第Ⅳ条に従い、ブラジル連邦共和国政府は、日本の技術協力の結果として、ブラジ

ル人によって得られた技術及び知識が、ブラジル連邦共和国の経済及び社会開発に貢献す

ることを保証する。 

 ３．協定Ⅴ条、Ⅵ条及びⅧ条に従い、ブラジル連邦共和国政府は、上記Ⅱ－１項に掲げる専

門家とその家族に対し、第三国又は国際機関が実行している類似職務の専門家に授与して

いるのと同等に、ブラジル連邦共和国内における特権、免除及び便宜を付与する。 

 ４．協定Ⅸ条に従い、ブラジル連邦共和国政府は、上記Ⅱ－２項によって供与される機材を

Ⅱ－１項に掲げる日本人専門家と相談して、当該計画の実施上、有効的に使用されること

を保証する。 

 ５．ブラジル連邦共和国政府は、ブラジル人が日本における技術研修から得た知識及び経験

が、当該計画の実施上、有効的に使用されることを保証するため、必要な措置をとる。 

 ６．協定Ⅴ条に従い、ブラジル連邦共和国政府は、自己の負担において以下のものを提供す

るために、必要な措置をとる。 

  (1) 附表Ⅳに掲げるブラジル人カウンターパート及び事務職員の役務 

  (2) 附表Ⅴに掲げる土地、建物及び施設 

  (3) 上記Ⅱ－２項によりJICAを通して供与される機材以外で、当該計画の実施上必要な機

械、装置、器具、車輌、工具、補充部品及びその他の物品の調達もしくは取り替え 

  (4) ブラジル連邦共和国内の公式出張における日本人専門家の交通手段と旅費 

  (5) 日本人専門家とその家族の適当な家具付宿泊施設 

 ７．協定Ⅸ条の(2)、(3)、(4)及び(5)に従い、ブラジル連邦共和国政府は、以下の経費を負

担するために、必要な措置をとる。 

  (1) 上記Ⅱ－２項の機材のブラジル連邦共和国内における輸送、据え付け、操作及び維持

に必要な経費 

  (2) 上記Ⅱ－２項の機材のブラジル連邦共和国内における関税、国内税及びその他公課 

  (3) 当該計画の実施に必要な運営費用 
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Ⅳ プロジェクト管理 

 １．Embrapa総裁は、当該計画の総括責任者として当該計画の監督及び実施について全責任

を負う。 

 ２．Embrapa Eastern Amazon所長は、当該計画の責任者として、当該計画に管理、技術面の

事項及び事務に責任を負う。 

 ３．Embrapa Eastern Amazon所長は、ブラジル人カウンターパートの１人を当該計画のすべ

ての研究分野の管理、技術面の事項及び事務を監督するブラジル側プロジェクトコーディ

ネーターとして任命する。 

 ４．日本人チーフアドヴァイザーは、当該計画の総括責任者、責任者、ブラジル側プロジェ

クトコーディネーターに対し、当該計画の実施に関する技術及び管理面での事項について、

必要な勧告と助言を与える。 

 ５．日本人専門家は、ブラジル人カウンターパートに対して、当該計画の実施に関する技術

的事項について、必要な技術指導及び助言を与える。 

 ６．当該計画の技術協力を効果的かつ成功裡に実施するため、附表Ⅵに掲げる委員で構成さ

れ、少なくとも年１回開催される合同委員会を設置する。 

 

Ⅴ 合同評価 

  当該計画の達成度を評価するため、協力期間中間時及び終了前６か月以内に、JICA及びブ

ラジル側当局者を通じ両国政府により当該計画の評価が合同で行われる。 

 

Ⅵ 日本人専門家への請求 

  協定第Ⅶ条に従い、ブラジル連邦共和国政府は、当該計画の技術協力に従事している日本

人専門家のブラジル連邦共和国内での任務の遂行に基因し、その遂行中に発生し、又はその

他の公式任務に関連する請求が生じた場合には、その請求に関する責任を負う。 

 ただし、日本人専門家の故意の行為又は重大なる過失はこの限りではない。 

 

Ⅶ 相互協議 

  両国政府は、本討議議事録から生ずる、あるいは、本討議議事録に関係する主要事項につ

いて相互協議を行う。 

 

Ⅷ 当該計画の支援と理解の促進措置 

  ブラジル連邦共和国国民への当該計画の支援促進のため、ブラジル連邦共和国政府がブラ

ジル連邦共和国国民に当該計画を広く知らせる適切な措置をとる。 
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附表Ⅰ 基本計画 

 １．上位目標 

   東部アマゾン地域において適正かつ持続的な農作物栽培技術が普及し、同地域農家の営農

基盤が強化される。 

 ２．プロジェクト目標 

   パラー州の特定対象地域において現地の実情に沿った熱帯果樹及びコショウにおける優良

系統の選抜及び適正栽培技術の開発が行われる。 

 ３．プロジェクトの成果 

  (1) 選定熱帯果樹における高生産性の系統及び／又は後代及び、わい性台木が選抜される。 

  (2) 選定熱帯果樹の主要病害の防除法が開発される。 

  (3) 選定熱帯果樹の管理技術及び栽培技術の研究法が移転される。 

  (4) コショウ病害における総合防除法が開発される。 

  (5) 生木支柱を用いたコショウ栽培技術が開発される。 

  (6）熱帯作物の混植を含む持続的生産システムの実証・評価及び展示圃場が設置される。 

 ４．プロジェクトの活動 

  1-1) 天狗巣病に強く、かつ高生産性のクプアスーの系統及び／又は後代の選抜と評価 

  1-2) トゲバンレイシ、アセロラ、アサイ等の高品質、高生産性系統の選抜及び評価 

  1-3) (クプアスーの)耐乾性、高生産性及びわい化を目的としたカカオ属植物の台木の選抜 

  1-4) (トゲバンレイシの)害虫抵抗性及びわい化を目的としたバンレイシ科植物台木の選抜 

 

  2-1) クプアスー天狗巣病の総合防除法の開発 

  2-2) トゲバンレイシ、アセロラ、パッションフルーツの主要病害虫防除法（ミバエは除く）

に関する研究 

 

  3-1) トゲバンレイシ、アセロラ及びクプアスー栽培法改善のための異なる形式（主にマメ

科草生・敷草の利用）の土壌管理に関する研究 

  3-2) トゲバンレイシ、アセロラ及びクプアスーの施肥及び植物栄養に関する研究 

  3-3) トゲバンレイシ及びクプアスーの整枝剪定法に関する研究 

  3-4) クプアスーの授粉昆虫の生態、大量飼育及び放飼技術に関する研究 

 

  4-1) フザリウム病生物防除法 

  4-2) フザリウム病耐病性コショウ属台木における接ぎ木親和性の評価 

  4-3) 近年導入コショウ品種のフザリウム病抵抗性の評価 
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  5-1) コショウ生木支柱栽培の実証評価 

 

  6-1) 選定熱帯果樹及びコショウを含む混植生産システムの実証評価 

  6-2) 小農に対する混植及び／又は間作栽培システム展示圃場の設置 
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附表Ⅱ 日本人専門家リスト 

 １．長期専門家 

  (1) チーフアドヴァイザー 

  (2) 業務調整員 

  (3) 下記分野の専門家 

   ａ：熱帯果樹栽培 

   ｂ：コショウ栽培 

    注意：チーフアドヴァイザー及び業務調整員は、上記の専門分野の一つを兼任できる。 

 ２．短期専門家 

   当該計画のフレームワークの範囲内で必要に応じて派遣する。 

 

附表Ⅲ 資機材リスト 

 １．当該計画の実施に必要な装置、機械、器具、工具、その他物品 

 ２．圃場へ装置、機械、物品、研究者及びスタッフを輸送する野外調査用車輌 

 

附表Ⅳ ブラジル人カウンターパート及び事務職員 

 １．当該計画の総括責任者 

 ２．当該計画の責任者 

 ３．当該計画のプロジェクトコーディネーター 

 ４．下記分野のカウンターパート 

  (1) 土壌科学 

  (2) 作物育種 

  (3) 栽培管理 

  (4) 作物保護 

 ５．事務職員 

  (1) 管理職員 

  (2) 秘書 

  (3) 運転手 

  (4) その他必要な支援職員 

 

附表Ⅴ 土地、建物及び施設のリスト 

 １．土地、建物及び施設の提供 

  (1) 当該計画の実施に必要な土地、建物及び施設 
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  (2) 日本人チーフアドヴァイザー及び他の専門家のためのオフィス及び施設 

  (3) 要請があれば、双方の同意に基づく他の施設 

 

附表Ⅵ 合同委員会 

 １．機能 

   合同委員会は少なくとも年１回、また必要に応じて会合をもち、以下の業務を行う。 

  (1) 本討議議事録の枠内で暫定実施計画に沿って年次活動計画を策定する。 

  (2) 技術協力計画全体の進捗及び当該計画の年次計画の達成に関する検討を行う。 

  (3) 技術協力計画から生ずる、又は関連する主な課題を検討し、意見交換を行う。 

 ２．構成 

  (1) 委員長 

    Embrapa総裁 

  (2) 委員 

   1) ブラジル側 

    ・Embrapa Eastern Amazon所長 

    ・プロジェクトコーディネーター 

    ・Embrapa Eastern Amazon研究開発部長 

    ・ブラジル協力事業団（ABC）代表者 

    ・Embrapa本部代表者 

    ・必要に応じ、Embrapa Eastern Amazon所長が指名した人物 

   2) 日本側 

    ・チーフアドヴァイザー 

    ・業務調整員 

    ・当該計画の派遣専門家 

    ・必要に応じ、JICAが派遣する他の日本人専門家及び関係者 

    ・JICAブラジル事務所及び／又はベレーン支所の代表者 

    注意 

    ・議長が出席不可能な場合、議長代行を指名できる。 

    ・在ブラジル日本大使館員は、オブザーバーとして合同委員会に参加できる。 

    ・議長が指名する者も参加することができる。 
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 ３－３－２ 協議議事録（M／M）訳文 

  東部アマゾン持続的農業技術開発計画のための技術協力実施から発生する「知的所有権、遺

伝資源及びその関連事項」に関する協議議事録 

 

 国際協力事業団沖縄国際センター所長 山縣正安氏を団長とする国際協力事業団（以下、

「JICA」という）の実施協議調査団（以下、「調査団」という）、ブラジル連邦共和国政府を代

表する法的な調整機関でElim S. Dutra氏を長官とするブラジル協力事業団（以下、「ABC」とい

う）、Alberto Duque Portugal氏を総裁とするブラジル農牧研究公社 (以下、「Embrapa」という)

により、1998年11月27日に署名された「東部アマゾン持続的農業技術開発計画」（以下、「当該

計画」という）討議議事録の第７条の合意により、当該計画の実施から発生する「知的所有権、

遺伝資源及びその関連事項」に関するこれらのイシューを規定する手続きを明確に整備する当

該計画の特定協議をもつことを合意した。 

 

 前記の手続きは、ブラジル国の法律に従うのと同様に発明者の個人権利も考慮して、準備す

る。 

 

 この手続きは、JICA、ABC、Embrapaの一連の協議の後、当該計画１年目の合同委員会の承

認をもって有効になる。 

                             ブラジリア、1998年11月27日 

 

（署名）                    （署名） 
山縣 正安                   Elim S. Dutra  
団長                      長官 
実施協議調査団                 ブラジル協力事業団 
国際協力事業団                 ブラジル連邦共和国 
日本国 
 
            （署名） 
           Alberto Duque Portugal 
           総裁 
           ブラジル農牧研究公社 
           ブラジル連邦共和国 
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 ３－３－３ 暫定実施計画（TSI）訳文 

  東部アマゾン持続的農業技術開発計画のための技術協力に関する暫定実施計画 

 

  実施協議調査団（以下、「調査団」という）とブラジル農牧研究公社（以下、「Embrapa」と

いう) は、「東部アマゾン持続的農業技術開発計画」(以下、「当該計画」という）の暫定実施

計画を合同で策定した。 

 

  本計画は、両国が当該計画の実施に必要な予算を配賦することを条件として、調査団、ブラ

ジル協力事業団（以下、「ABC」という）、Embrapaにより、1998年11月27日に署名された討議

議事録の添付書類として策定された。本計画は、当該計画の実施段階において必要が生じた場

合、討議議事録の枠内で変更されるものとする。 

 

                             ブラジリア、1998年11月27日 

 

（署名）                    （署名） 
山縣 正安                   Alberto Duque Portugal 
団長                      総裁 
実施協議調査団                 ブラジル農牧研究公社 
国際協力事業団                 ブラジル連邦共和国 
日本国 
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１．プロジェクトの活動 

課題 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

１ 選定熱帯果樹における高生産性の系統及び／
又は後代及び、わい性台木が選抜される。 
1-1)天狗巣病に強く、かつ高生産性のクプアス

ーの系統及び／又は後代の選抜と評価 
1-2)トゲバンレイシ、アセロラ、アサイ等の高

品質、高生産性系統の選抜及び評価 
1-3)（クプアスーの）耐乾性、高生産性及びわ

い化を目的としたカカオ属植物の台木の選
抜 

1-4)（トゲバンレイシの）害虫抵抗性及びわい
化を目的としたバンレイシ科植物台木の選
抜 

     

２ 選定熱帯果樹の主要病害の防除法が開発され
る。 
2-1)クプアスー天狗巣病の総合防除法の開発 
2-2)トゲバンレイシ、アセロラ、パッションフル

ーツの主要病害虫防除法（ミバエは除く）に
関する研究 

     

３ 選定熱帯果樹の管理技術及び栽培技術の研究
法が移転される。 
3-1)トゲバンレイシ、アセロラ及びクプアスー

栽培法改善のための異なる形式（主にマメ
科草生・敷草の利用）の土壌管理に関する
研究 

3-2)トゲバンレイシ、アセロラ及びクプアスー
の施肥及び植物栄養に関する研究 

3-3)トゲバンレイシ及びクプアスーの整枝剪定
法に関する研究 

3-4)クプアスーの授粉昆虫の生態、大量飼育及
び放飼技術に関する研究 

     

４ コショウ病害における総合防除法が開発され
る。 
4-1)フザリウム病生物防除法 
4-2)フザリウム病耐病性コショウ属台木におけ

る接ぎ木親和性の評価 
4-3)近年導入コショウ品種のフザリウム病抵抗

性の評価 

     

５ 生木支柱を用いたコショウ栽培技術が開発さ
れる。 
5-1)生木支柱栽培の実証評価 

     

６ 熱帯作物の混植を含む持続的生産システムの
実証・評価及び展示圃場が設置される。 
6-1)選定熱帯果樹及びコショウを含む混植生産

システムの実証評価 
6-2)小農に対する混植及び／又は間作栽培シス

テム展示圃場の設置 
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２．技術協力計画 

項目                 年度 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

 ＜日本側＞ 

 １．下記の分野の長期専門家 

  (1) チーフアドヴァイザー 

  (2) 業務調整員 

  (3) 下記分野の専門家 

   ａ．熱帯果樹栽培 

   ｂ．コショウ栽培 

   注意：チーフアドヴァイザー及び業務調整 

      員は上記の専門分野の一つを兼任で 

      きる。 

 ２．短期専門家 

 ３．ブラジル人カウンターパートの日本におけ 

  る研修 

 ４．装置、機械、資材の供与 

 ５．調査団の派遣 

 

 ＜ブラジル側＞ 

 １．カウンターパート及び事務職員の任命 

  (1) 当該計画の総括責任者 

  (2) 当該計画の責任者 

  (3) 当該計画の調整官 

  (4) 下記分野のカウンターパート 

   ａ．土壌科学 

   ｂ．作物管理 

   ｃ．栽培管理 

   ｄ．作物保護 

  (5) 事務職員 

  (6) 日本人専門家に対する秘書 

  (7) その他必要な支援職員 

 ２．土地、建物及び施設の提供 

 ３．日本国政府から供与される機材以外で、当 

  該計画の実施に必要な装置、機械、車輌、器 

  具、道具及びその他資材の調達もしくは交換 

 ４．当該計画のための運営費の措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

必要に応じて派遣する 

必要に応じて派遣する 
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３－４ 協議議事録（M／D）要約 

 R／Dに記載する必要性はないが、当該計画の成功裡な実施のために双方がとるべき措置等につ

いて、R／Dを補完するM／Dを作成することで双方が合意した。 

 M／Dの要約・訳文（仮和訳）を以下に示す。 

 (1) 当該計画の詳細実施計画（DIP） 

   詳細実施計画（DIP）は、当該計画第１年度に合意されたR／Dの当該計画の範囲内で準備

される。 

 DIPは、合同委員会により承認され、また当該計画の進捗に従い改訂される。 

 

 (2) 当該計画の活動（研究課題）の対照 

   双方の共通理解として、当該計画の基本計画の活動（研究課題）とEmbrapa登録の活動課

題（研究課題）の対照は、附表Ⅰのとおりである（附表Ⅰは資料１．ANNEXⅠ参照）。 

 

 (3) 日本の技術協力の範囲 

   ブラジル側は、アサイ等の特定の熱帯植物の実用技術に関し、投入可能な日本人専門家が

限られていることにより、当該計画への日本側の技術協力の範囲が制限されることを理解し、

これに合意した。 

 これらの分野に関しては、日本人専門家からの基礎技術・知識に関する協力を得ることに

より、主としてブラジル人カウンターパートにより取り組まれるものとする。 

 

 (4) 当該計画の準備 

  1) 日本人専門家派遣の必要書類 

  2) ブラジル人カウンターパートの任命（カウンターパート名簿は資料１．ANNEXⅡ参照）。 

  3) 日本人専門家チームのための準備 

   ａ．新事務所の電話回線確保 

   ｂ．各部屋の設備 

   ｃ．Embrapa E.A.所有車輌の当該計画活動のための日本人専門家及びブラジル人カウンタ

ーパートの独占公式使用 

   ｄ．当該計画の公式使用のためのFAX及びコピー機 

   ｅ．インターネット及びE-mailの設備 

   ｆ．当該計画のための研究設備、例：台木選別用グリーンハウス 

  4) ブラジル側は、前計画で供与された車輌及び当該計画で供与される車輌の独占公式使用

をプロジェクトチームに保証する。 



 

－ 45－

 (5) 当該計画内のコミュニケーション 

   双方は、1997年10月の事前調査、1998年６月の短期調査において日伯双方で確認した、当

該計画の日本人専門家チームとEmbrapa E.A.が下記の諸点についてコミュニケーションを図

ることの重要性を再確認した。 

  1) 日本人専門家の任命 

  2) ブラジル人カウンターパートの日本研修 

  3) 研究活動計画と専門家の分野の適合性 

  4) 日本人専門家の報告書の提出 

 

 (6) 当該計画のサイト 

   当該計画は、Embrapa E.A.をメインサイト、トメアスー支場を実証・展示サイト、及び協

力農家（実証・展示）で実施される。 

 協力農家は、当該計画内での話し合いと合同委員会の承認により選択される。 

 

 (7) プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM)  

   PDMは、当該計画の目標、成果、活動を明記する。当該計画の達成すべき事項を明らかに

するとともに、これらの達成のために当該計画が効果的に管理されるべきことを明らかにする。

   PDMは、当該計画の活動と達成すべき事項のモニタリングに有効である。そして、合同委

員会の承認により外部条件の変更に応じて弾力的に改訂する。 

 調査団は、PDMの構造を説明し、双方で暫定PDM（附表Ⅲ）を策定した。 

 指標及びその検証手段は日本人専門家派遣後、活動がさらに明確になった。 

 

 (8) 要望機材リスト 

   Embrapa E.A.は、JICAベレーン支所経由で要望機材リストを送付することに同意した。 
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第４章 プロジェクト実施計画の策定 
 

４－１ 熱帯果樹分野 

 (1) 視察農家の現況及び課題 

  1) 山瀬農場（カスタニャール市近郊） 

    約50haの農地を有しており、うち約12haでマンゴスチン、バナナ、クプアスー、アセロ

ラ、ビリバ等の果樹及びコショウを栽培している。労働力としては、男性４人を通年で雇

用しているほか、収穫時に女性５人を期間雇用している。近年、人件費が上昇しているこ

とから、アセロラ等収穫に労力を要する作物では収益性が低下しており、管理労力、特に

収穫労力の低減が経営上の課題となっている。 

 クプアスーは、すべて実生苗を用いており、果実の形状、大きさ等にかなりの個体間変

異が認められた。また、グラビオーラでは、受精不良による変形果が多数見られた。この

ような果実では生育不良部位に炭疸病が発生しやすいため、受粉効率の向上が重要である。

  2) 清水農場（カスタニャール市近郊） 

    男性７人を通年雇用し、約50haでアブリコ・ド・パラー、アセロラ、ビリバ及びココヤ

シ等を栽培している。これらのうち、アブリコ・ド・パラーはププーニャと、アセロラは

マンゴスチン又はランブータンとそれぞれ混植している。 

 なお、ビリバは商品性は高いものの、輸送性が低く出荷先がベレーンに限定されること

から栽培を増やせないとのことであった。 

 各樹種とも無剪定のため、枝葉が過繁茂状態となっている。整枝・剪定については農場

主も必要性を認めているが、雇用労働力の技術的水準が低いことから実施困難とのことで

ある。また、施肥については、投資効果が不明なことから実施していない。技術の開発・

普及にあたっては、経済性を考慮するとともに実証圃場の活用等を通し普及技術の経済的

効果を農家に理解させるための努力が必要である。 

  3) 柴原農場（イガラッペアスー郡） 

    ６haに約1,700本のクプアスーを植栽している。樹齢は約10年生に達しているが、主幹を

約３段で芯止めし、樹高を４～５m程度に抑えている。現在のところ、１シーズン（11月

～翌年７月）で１樹あたり30果程度を収穫している。収穫果のうち、１kg以上のものは生

果でベレーンに出荷しており、その総量は年間17～18 ｔ 程度となっている。それ以外の果実

については、おおむね収穫後１週間以内に農場内の簡易な加工場で果肉を採取・袋詰めし

た後、－15～－17℃で貯蔵し、適宜近郊の消費地に出荷している。 

 クプアスーは、干害を受けやすいため、乾燥が著しい場合はスプリンクラーによる灌水

を行っている。また、樹冠下にマモーナ（ヒマの油粕）を１樹当たり３～４kg与えるとと
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もに、化成肥料を開花期前等に施用している。

　苗は、すべて実生を用いており、天狗巣病の発生や果実の大きさ、形状等にかなりの

変異が認められている。天狗巣病は、かなりの個体で発生しており、クプアスー栽培上

の大きな問題となっている。現在のところ、本農場では被害枝のせん除で対応している

が、１日30本程度の処理が限界であり、優良な天狗巣病抵抗性系統の選抜・作出は、ク

プアスー栽培の普及を図る上で喫緊の課題と考えられる。

　(2) 活動内容

　　　農家視察及びEmbrapa Eastern Amazon (Embrapa E.A.)における聞き取り調査の結果

等を踏まえ、果樹栽培分野における活動内容は、短期調査における合意のとおりとした。

　なお、アサイヤシ等の熱帯果樹については、日本側で十分に対応し得ないことから、ブ

ラジル側が主体となって取り組むことで合意し、その旨、Ｍ／Ｄに「日本の技術協力の範

囲」として記載した。

　(3) 活動上の留意点

　　1)　育種分野

　　　　クプアスーについては、天狗巣病抵抗性優良系統の選抜・育成が最重要課題である。現

在、Embrapa E.A.では８つの抵抗性系統を見出しており、これらのうち４系統について

農家圃場における実証試験を実施している。また、多様な遺伝資源を獲得するため、有

望系統を混植し、自然交雑による新規系統の作出を進めているところである。

　しかしながら、Embrapa E.A.における育種は、資金・労力面の制約から農家圃場にお

ける評価を主体としており、系統的に推進するシステムとはなっていない。さらに、収

集系統の遺伝資源としての評価・管理態勢も不十分である。有用系統を効果的・効率的

に選抜・作出するためには、形質評価手法を確立するとともに育種戦略を再検討するこ

とが必要と思われる。

　また、天狗巣病抵抗性系統の作出・普及に際しては、本抵抗性の遺伝的変異や遺伝様

式等を解明することが重要である。

　　2)　栽培分野

　　　　クプアスーについては、低樹高栽培技術の開発が重要と考えられる。育種分野における

わい性台木の選抜とともに、低樹高における持続的生産を可能とする整枝・剪定技術の

開発が必要である。なお、これらの技術開発にあたっては、特殊な技能を有しない雇用

労働者でも実施できるよう、可能な限り単純化・マニュアル化を図ることが肝要である。
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  3) 土壌肥料分野 

    現在、施肥・土壌管理については、各農家が経験のみを頼りに独自の判断で実施してお

り、科学的な知見に基づく合理的な技術の確立が強く望まれている。 

 しかしながら、Embrapa E.A.における本分野の研究設備はきわめて貧弱であり、プロジ

ェクト開始後早急に整備することが必要である。なお、本分野における技術開発にあたっ

ては、多数のサンプルを効率よく分析できることが不可欠であり、いたずらに分析の高度

化等を図る必要はない。したがって，研究設備の整備に際しては、分析の簡素化を図る観

点から、現在の態勢を根本的に見直し、分析器機のみならずガラス器具等小物類等をも含

めた総合的な整備を行うことが重要である。特に、分析器機は、精度の高さや機能の豊富

さではなく、メンテナンスの容易さ、耐久性等を重視して整備すべきである。 

 

４－２ コショウ分野 

 (1) 活動内容 

   コショウ分野の活動内容は、短期調査での合意のとおりとし、変更はなかった。すなわち、 

  1) コショウ病害における総合防除法の改善、 

  2) 生木支柱を用いたコショウ栽培技術の開発、 

  3) 熱帯作物の混植を含む持続的生産システムの実証・評価及び展示圃場の設置 

  の３項目の成果（Outputs of the Project）が確認され、それぞれの項目の活動（Activities of the 

Project）として、1）では、胡椒フザリウム病の対策として生物防除法、耐病性台木の接ぎ

木親和性の評価、近年導入品種の病害抵抗性の評価を、また2）では、コショウ生木支柱栽

培の実証評価を含む。3）は熱帯果樹の分野との共同課題であるが、混植、間作栽培システ

ムの実証評価と小農を対象とした展示圃場の設置をその活動内容に含み、活動場所として

Embrapa E.A.のベレーン及びトメアスーの実証圃場、農家の圃場を予定している。 

 なお、これら活動内容の詳細は短期調査報告書（資料３）を参照のこと。 

 

 (2) 問題点 

   Embrapa E.A.本場及び実験施設の調査から、次の２点が明らかになった。 

  1) 乾燥による生木支柱栽培コショウの枯死 

    1997年の強い乾燥により、本場内コショウ実証試験圃場のうち、特に生木支柱栽培試験

区の大部分のコショウ樹が枯死した。一方、堅木支柱区コショウは生育が悪いものの、枯

死株は少なかった。現在までのところ生木支柱栽培区のコショウの補植は行われていない。

本プロジェクト開始後、この対策についてカウンターパートと協議する必要がある。 
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  2) 実験施設（ガラス室及び網室）の破損 

    本調査団がEmbrapa E.A.本場を訪問する直前の11月18日に、植物病理実験施設の横に植

えられていた大木が突然倒れ、付近に設置されていたガラス室が半壊した。同ガラス室で

は、植物病理関連のコショウやクプアスーの実証試験が実施されていたが、試験の一部は

やり直しとなり、他は場所を移して継続することとなった。原因は、大木の幹に巣くった

白蟻により幹が空洞となり、枝の重みで突然倒伏したものである。また、前プロジェクト

実施中の３年前に作られた木造の遮光舎は、耐久性がないため、今後１～２年で柱が腐り

使用不可となることが予想される。この遮光舎は、コショウをはじめ各種苗の増殖や、接

ぎ木試験などに使用されている。 

 いずれの施設も、ブラジル側で早急に予算措置を講じるよう要請したが、もしそれが不

可能の場合は本プロジェクト開始後、各種実施課題の遂行に支障が出ることが予想される

ため、専門家チーム派遣後、カウンターパートと協議する必要がある。 

 なお、Embrapa E.A.の熱帯果樹及びコショウに関するプロジェクト（1998年６月の短期

調査の際提出されたもの）の全容と、その中で本プロジェクトTSIで採用されたActivities of 

the Projectの各項目に該当する試験課題を資料２に示した。 
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第５章 プロジェクト実施上の留意点 
 

５－１ 実施体制 

 (1) カウンターパートの配置状況 

   本計画のカウンターパート（C／P）は、Embrapa Eastern Amazon (Embrapa E.A.)から、各

長期専門家に１名以上フルタイムで配置される計画である。 

 しかし、短期調査の報告にもあるが、ブラジル側予算措置には研究課題をEmbrapa本部に

登録の必要があることを考慮して、当該計画の基本計画を策定した経緯があり、Embrapa E.A.

の各研究者は当該計画の研究課題以外に独自の研究課題を担当していたり、管理職を兼ねて

いる場合もあるため、時間的に100％のフルタイムカウンターパートにならない状況もあり

得る。 

 なお、カウンターパート予定者はM／D附表Ⅱ（資料１．ANNEX Ⅱ） のとおりである。 

 

 (2) 施設の概要 

  1) Embrapa E.A. 

    メインサイトになる同センターは、前プロジェクトでもサイトであったため、実験設備、

実証圃場、図書館等の既存施設でプロジェクト活動は可能である。しかし、ガラス室等若

干の整備は必要である。 

 本計画の日本人専門家チーム及びブラジル側コーディネーターが使用する新事務所（増

改築・改装）が完成していた。この新事務所には、日本側チーフアドヴァイザー、業務調

整員、並びにブラジル側コーディネーターの執務室（個室）、ミーティングルーム、小規

模セミナー用会議室が含まれる。 

 なお、各専門分野の専門家の執務室は、前プロジェクトと同様に研究棟に設けられる予

定である。 

 その他の施設については、M／D第４項（３－４参照）に記載したとおりである。 

  2) Embrapa E.A.トメアスー試験圃場 

    デモンストレーションサイトになる同支場は、前プロジェクトでもサイトであって、実

証圃場を造成したため、プロジェクト活動に支障はない。 

 

 (3) ブラジル側のプロジェクト予算確保状況 

   最終決定ではないが、事業費（研究費）は、栽培研究課題の一部を除き申請どおりの予算

枠を確保したとのことであった。 

 管理費（人件費、光熱費、通信費等）は、特別枠はないが、これら経費は当該計画の実施



 にかかわらず、予算枠は確保されているとのことだった。 

 

 (4) 機材等の整備状況 

   Embrapa E.A.には車輌・機械の保守整備部門があるので、トラクター、農業機械類、車輌

等は高レベルの保守管理・整備が可能である。 

 ただし、スペアパーツは品薄、高価格等の状況により入手が困難な場合がある。 

 電気を使用する精密な実験機器、事務機器は、予防設備をしているものの、落雷や電圧不

安定のために故障が発生している。特に実験機器のメンテナンスは、代理店が地元にはほと

んどないので、サンパウロ等遠隔地に発送するか修理技師が現地出張するかで対応している

ため、経費が高くなっている。また、日本製の機器はブラジル国内でのスペアパーツの調達

が非常に困難である。 

 

 (5) PROJECT DESIGN  MATRIX (PDM)の策定 

   各研究課題のカウンターパート代表者にPROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM)手法の

概略を説明し、当該計画の日本側暫定PDM (T-PDM)案を提示した。 

 本調査団が初めてPCM手法 、 PDMを Embrapa E.A.に説明したが、Embrapa E.A.はGTZ（ドイ

ツ技術協力公社）との協力経験があり、PCM手法のもとになったZOPP手法の知識があった

ため、手法の概念を理解し、日本側暫定PDM案も問題なくそのまま受け入れ、これに同意し

た。 

 しかし、ブラジル側にも管理、評価方法があるため、PCM手法・PDMの活用方法・活用程

度は当該計画開始後に検討するとのことだった。 

 

５－２ 実施計画 

 (1) 技術協力計画 

   TSIに大課題及び中課題を記載し、M／D附表Ⅰ（資料１．ANNEXⅠ） にEmbrapa登録課題

との対照を添付したが、具体的な活動計画（＝詳細実施計画）は、長期専門家がブラジル側

カウンターパートと合同で策定することが重要である。さらに、短期専門家派遣計画、研修

員受入計画、機材供与計画及びローカルコスト負担事業計画の効率的な実施を図るために、

いずれも長期専門家とブラジル側カウンターパートの十分な話し合いに基づき策定する必

要がある。 

 

 (2) 機材供与計画 

   短期調査後に、土壌・植物栄養部門は要望機材リストがブラジル側から提出されたが、当
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該計画全体としては、M／D第８項（３－４参照）に記載したとおり 、 Embrapa E.A.から後日

提出される。 

 日本側は単年度予算であるため、各分野の年次計画及び活動計画に沿って計画的な供与を

図るべく、ブラジル側は早急に要望機材リストを作成、提出する必要がある。 

 前プロジェクトの対象外であった土壌・植物栄養部門は、基本的な分析機器も不足してい

る状況なので、優先順位を確保すべきである。車輌についても農家指導等のための四輪駆動

車が、メインサイト、デモンストレーションサイト、協力農家で共通に必要とされる。前プ

ロジェクトで供与した車輌が走行距離、耐用年数を考慮すると更新する必要がある。 

 初年度（平成11年度）については、プロジェクトの円滑な開始及び実施を行うため、車輌、

事務機器等、プロジェクト開始前までに要請の手続きを遂行する必要がある。 

 なお、供与機材を検討する際には、派遣される日本人専門家の使い勝手よりも、スペアパ

ーツの確保、メンテナンスが容易なメーカーの機材を優先するべきである。よって、現地業

者を通じた購入が可能で、現地調達の妥当性が認められる機材は、現地調達を通じて速やか

に整備する必要がある。 
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 第６章 その他特記事項 
 

(1) プロジェクトの活動内容 

  Embrapa Eastern Amazon (Embrapa E.A.)所長表敬時、当方からは本プロジェクトはさきの研

究協力プロジェクトの成果を土台として応用技術の開発を骨子とするものであること、したが

って、プロジェクトタイトルも「研究協力」から「技術開発」となっており、現場のニーズに

対応できる、すなわち、農家が利用できる技術を開発することが目的である旨を強調した。 

 これに対し、先方からも本プロジェクトの目的は、Embrapaの事業目的の大きな１つである

「技術移転」と一致する旨の説明があり、Embrapaを取り巻く環境の変化が感じられた。 

 しかし、カウンターパートとなる個々の研究員の意識は必ずしも同じではなく、プロジェク

トを進めるにあたり、その目標を常に念頭におくよう配意する必要がある。 

 

(2) 知的所有権について 

  ブラジル側がいう「知的所有権（Propriedade intelectual）」はすべての著作権、発明に関する

付加的権利、植物の品種、工業作図等の知的活動により発生するものを含んでいる。 

 この知的所有権、遺伝資源及びそれらに関連する事項を整理するためのプロジェクト内の手

続きを確立することを第１に考慮しなければならない。 

 Embrapaの国際部によれば、最近外国との国際協力に関連して関係者がブラジル国内の貴重

な遺伝資源等を違法に国外に持ち出そうとしたり、又は、持ち出した事実があったとのことで

ある。そして、これらの事実が監査機関や国会関係者に知られることとなったことから、

Embrapa総裁が頻繁に国会等に召喚され事情聴取されたこともあって、今後はブラジル国の規

制法律にのっとり、原則的な対応をせざるを得なくなったのが今回の問題の背景である旨述べて

いた。 

 このため、対ブラジル協力から発生する知的所有権、遺伝資源の取り扱いなどについて、今

後は厳しい約束が求められるものと思われる。 

 特に、ブラジル側はアマゾンの環境保全、遺伝資源の保護には非常に神経質になっており、

本プロジェクトの実施にあたっては特別な配慮が必要である。 

 Ｍ／Ｍにて、「合同委員会で１年以内に手続きを確立する」ことで合意したことから、この

対応について、日本側で十分に協議することを希望する。 

 

(3) コミュニケーションの問題 

  事前調査、短期調査に引き続き本調査団も、コミュニケーションに係る記載を残すこととな

った。 
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  その内容は双方にとって至極当然のことであるだけに、前プロジェクトの経緯を踏まえ慎重な

対応が必要である。 

 

(4) 熱帯果樹栽培分野の専門家 

  短期調査実施時と同様に、ブラジル側はこの分野の専門家として植物栄養などの専門を特定

した研究者の派遣を希望している。 

 研究プロジェクトと技術開発プロジェクトの性格などについて説明したが、ブラジル側は土

壌研究室の整備強化を図ることをも念頭に置いているようである。 

 いずれにしても長期専門家は植物栄養等ブラジル側から要望のあった分野にも対応可能な

人の人選が望ましい。 

 また、短期専門家による対応も十分に考慮する必要がある。 



  
 
 
 
 

別添：知的所有権条項協議の関連文書 

 

１．「知的所有権」条項のTSI追加記入打診ブラジル側メモ 

２．「知的所有権」条項のTSI追加記入打診ブラジル側メモ・仮和訳 

３．ブラジル協力事業団（ABC）のJICAブラジル事務所長宛文書 

４．ブラジル側Minutes of Meeting (M／M) 文案 

５．日本側M／M・修正文案 
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 別添２．「知的所有権」条項のTSI追加記入打診ブラジル側メモ・仮和訳 

 

 この文書に基づいて展開した両者の業務の結果として、新しい知識と技術、新しい発明、品種、

有用なモデル、モデルあるいはデザイン、部品あるいはコンポーネント、商標、表現法、宣伝の

手段等が発生し、これらの発見あるいは開発がブラジルの現工業所有権法あるいは日本の法律に

おいて特権を得るかあるいは登録可能な場合、所有及び／あるいは利用に関する権利について事

前に適切な法的手段で明確に定めるものである。 

 

Ａ）知的所有権はすべての著作権（Copyright)と発明に関する付加的権利、植物の品種、工業作

図、及びその他の知的活動によって発生するものを含む。 

Ｂ）いかなる側も、この条項により発生する権利を第三者へ譲り渡す場合、相手側が事前に明確

に同意を示す事によってのみ実現する事ができ、相手側には第三者と同等な条件の権利が与え

られる。 

Ｃ）この条項で定められた権利は、両者が当文書により発生する技術及び情報の公表及び自国側

の政府に提供することを限定するものではない。 

Ｄ）この条項に記された内容をいかなる側も、相手側の明確な承諾を得ることなく、この文書に

明記された活動に参加を予定されていない公共あるいは民間機関に対する経済的利益を与え

るために使用するものではない。 

Ｅ）個人所有の種子及び品種の植え付け、その他を目的とした繁殖及び商業利用に関する権利は

価格と条件を記した特別な契約を正規に結ぶ事によって与える事ができる。 

Ｆ）系統の交配用資源としての応用又は第二期あるいはそれ以降の同遺伝子系統の取得、又は他

の使用に個人私有の系統を利用するには、事前に両者が正式に同意を示さなければならない。 

Ｇ）もし技術協力プロジェクトにより得られた著作権或いは知的所有権が第三者によって侵害さ

れた場合、どちら側でも違反者に対し訴訟を起こすことができ、相手側はその訴訟に対し必要

なすべての情報提供と支援をするものである。 
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